
しののめ nursery school（Ⅱ）重要事項説明書 

保育の提供の開始にあたり、次のとおり説明いたします。 

1 運営主体 

事業者の名称 社会福祉法人 憲章会 

法人の所在地 
〒901-1203 

沖縄県南城市大里字大城 1392 番地 

法人の電話番号 098-946-2051 

代表者氏名 理事⾧ 石島 衛 

 

 2 施設の概要 

種別 企業主導型保育事業 

名称 しののめ nursery school（Ⅱ） 

所在地 
〒901-1203 

沖縄県南城市大里字大城 1392 番地 

電話番号・FAX 
電話：098-943-1018 

FAX：098-946-1128 

施設管理者 仲村 寿代 

統括園⾧ 石島 学 

開設年月日 2017 年 4 月 1 日 

利用 

定員 

年齢区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 合計 

定員 2 人 2 人 3 人 13 人 10 人 30 人 

連携企業枠を 12 名、自社枠を 3 名、地域枠を 15 名とする。 

取扱う保育事業 延⾧保育（30 分） 

 

3 施設・設備の概要 

建物 
鉄骨造 

2 階建て 2 階部分  延床面積  216.67 ㎡ 

施設の内容 

78.19 ㎡ 

保育室① 40.89 ㎡ 

【0 歳 6.9 ㎡、 1 歳 6.83 ㎡、 2・3 歳 27.16 ㎡】 

保育室② 4 歳 40 ㎡ 

【調理室兼用あり、幼児用便所 2 箇所、シャワー設備有、 

事務室兼医務室兼用 屋外遊戯場・砂場(敷地内)】 



 4 職員体制 

 

 

 5 事業の目的、運営方針 

事業の目的 

この事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サ

ービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としている。 

また、しののめnursery school（Ⅰ）（小規模型事業所内保育事業）の推進に伴い、2歳児以降

の幼児の受け皿（連携施設）がなく、この事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこ

とを目的とする。 

 

運営方針 

１ 保育理念 

社会福祉法人憲章会は、しののめ nursery school（Ⅱ）（事業所内保育事業・企業主導型

保事業）の保育理念は次のとおりです。 

 

（１） こどもを大切にする。 

①心身共に健康なこどもを育成する。 

    ②コミュニケーションが上手なこどもを育成する。 

    ③自立・創造力豊かなこどもを育成する。 

 

（２） 職員を大切にする。 

①職員の自主性を尊重する。 

②職員相互の親睦・交流を奨励する。 

③職員の保育・介護・学習に努める。 

 

（３） 家族を大切にする。 

①家族の自立支援に努める。 

    ②こども・保護者・職員間のコミユニケーションを深める。 

    ③低所得者対策の一環として有償ボランティアを育成する。 

職種 人数 

管理者兼保育士 1 人 

保育士・准看護師 2 人 

支援員・補助員・事務員 4 人 

管理栄養士・調理員（兼務） 3 人 

委託医（小児科） 1 人 

委託医（歯科） 1 人 



２ 保育目標 

①自分のことは自分でする子 

②物事をさいごまでやりとげる子 

③健康で明るい子 

④みんなと仲良く遊べる子 

⑤挨拶のできる子 

 

３ 子ども像 

社会人基礎力を遊びの中で身につける。 

 

①アクション 

一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力 

 

主体性：物事に進んで取り組こと 

働きかけ力：他人に働きかけ巻き 込む力 

実行力：目的を設定し確実に実行する力 

 

②シンキング 

疑問を持ち考え抜く力 

 

課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力 

計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 

創造力：新しい価値を生み出す力 

 

③チームワーク 

多様な人々と共に目標に向けて協力する力 

 

発信力：自分の意見を分かりやすく伝える力 

傾聴力：相手の意見を丁寧に聞力 

柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力 

状況把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 

規律性：社会のルールや人との約束を守る力 

ストレスコントロール力：ストレスの発生源に対応する力 

 

 

 



 6 保育を提供する日 

  保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 
ただし、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)及び祝祭日、慰霊の日は休園となります。 

 

 

7 保育を提供する時間 

標 準 保 育 
月曜日～土曜日 

7：30 ～ 18：30 

短時間保育 

月曜日～土曜日 

8：00 ～ 16：00 

9：00 ～ 17：00 

延 ⾧ 保 育 
月曜日～金曜日 

18：30  ～  19：00 
※ 延⾧保育は要予約となっております。 

 

【延⾧保育について】 

・月極めの延⾧保育を希望の場合は、利用開始前までに「延⾧保育申込書」に必要事項を記入の上、

提出してください。 

・当日、お仕事の都合や交通事情により、延⾧保育を利用する場合は、予定がわかった時点で園ま

でご連絡ください。 

・延⾧保育の利用対象児は下記の通りです。 

①就労により申請認定されている保育時間外に保育が必要な方 

②急な予定外の就労や残業等で申請した保育時間を超えて保育が必要となった方 

 

【延⾧保育料】 

 利用時間 料金 

標準時間認定児 １８：３０～１９：００ ３０分 １５０円（当日払い） 

短時間認定者 １６：００～１９：００ ３０分 １５０円（当日払い） 
 

 

 

 

 

 



【土曜保育について】 

・土曜保育を希望する場合は、毎月、提出していただく「土曜日保育 利用確認書」に保育時間を

記入してください。 

・毎月、第 2 土曜日は職員研修予定日です。家庭保育もしくは 13 時までのお迎えのご協力お願い

いたします。 

・保護者(父または母)のお仕事がお休みの場合は、ご家庭での保育にご協力下さい。 

 

8 利用料金等 

 

(1) 保育料 
月額 4 歳児：13,300 円 3 歳児：14,500 円 2・1 歳児：18,000 円 0 歳児：18,500 円 

※保育料無償化対象園児(3 歳児以上は、保育料無償で給食費 5,200 円/月(副食・主食)のみ。 

保育料無償化対象園児とは、保育の必要な子どもの認定をもらった園児です。 
（例：両親就労等、役所で支給認定証を受領のうえ、保育園に提出） 

※認定されない園児の保護者負担保育料の決定について、内閣府の決めた上限自己負担金の約

半額に設定。半額の根拠は、沖縄県の所得層を勘案し、また、南城市の保育料の算定基準を参
考にする。併せて、法人負担減額制度採用。 

 

年齢区分 内閣府上限決定額 しののめ nursery school（Ⅱ）決定額 

０歳児 37,100 円 18,500 円 

１・２歳児 37,000 円 18,000 円 

３歳児 29,500 円 14,500 円 

４歳児 26,600 円 13,300 円 

 

 

(2) 帽子代（1,100 円）、体操着（1,300 円）等 
その他、実費徴収が必要な場合は事前に連絡いたします。 

 

 9 料金の支払い方法 

・毎月の利用者負担額（保育料）、給食費及びその他費用を、金融機関口座から自動引落 

（以下、口座振替）させていただきます。引落日は毎月末日です。 

  ・納付書による払込方法もあります。 
 

 

 

 



10 提供する保育等の内容 

  児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育 

指針及び全体的な計画に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。 

 

【給食の提供について】 

給食の方針 

食べることは「楽しい時間である」ということを第一に、「食の大切さ」

を教えていくことを考えています。生育歴や入所後の記録などから、子
どもの発育・発達状態・健康状態・栄養状態・生活状況などを把握し、

それぞれに応じた必要な栄養量が確保できるようにします。また、子ど

もの咀嚼や嚥下機能等の発達に応じて食品の種類、量、大きさ、固さ、
食具、食器、ランチルームの整備等に配慮し、食に関わる体験が広がる

よう工夫します。 年間を通じた食育目標を立て、食育計画に沿って月齢

や成⾧に合わせた食育活動を実践します｡ 

昼食・おやつ 
保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表・食育だよりをお配りしま

す。また、玄関で日々のメニューに加えて、ホームページで一日のお子

様の様子がわかるようにします。 

アレルギーへの

対応 

アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（又は指示書）を提出してく
ださい。個別にご相談の上、診断書（又は指示書）に基づき当園で除去

可能な物は除去食・代替食で対応致します。 

 

 【主な年間行事予定】 

 

・行事はあくまで予定ですので、変更の場合があります。その際は園だよりなどでお知らせします。 

・毎月の行事：お弁当会（月 1 回）、身体測定、避難訓練等。 

お誕生日会は個別保育の観点から当日に実施します。 

   月 行  事  内  容 

４月 入園式 ・進級式・浜下り（親子遠足） 

５月 こいのぼり製作 

６月 歯科健診・保育参観 

７月 七夕会 

８月 水遊び・健康診断・納涼祭り 

９月 お月見会・敬老会（ユニット巡回） 

１０月 ハロウィンパーティー 

１１月 運動会・個人面談 

１２月 クリスマス会・保育納め 

１月 ムーチー作り・健康診断 

２月 豆まき・生活発表会 

３月 ひな祭り会・お別れ会・卒園式 



11 利用終了に関する事項 
  当園は、以下の場合には特定教育・保育の提供を終了します。 

 ・「子ども・子育て支援法施行規則」第 1 条の規定に該当せず、当園が利用を取消ししたとき。 

 ・保護者から当事業利用の取消しの申出があったとき。 

 ・当園が、当事業の利用継続が不可能であると認めたとき。 

 ・その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

12 委託医 

  以下の医療機関と委託医契約を締結しています。 

  （小児科） 

医療機関の名称 浦添協同クリニック 

担当医氏名 嘉数 健二 

所在地 
〒901-2126 

浦添市宮城 3 丁目 1-5 サンハイツ N 2F 

電話番号 098-870-8060 

提携内容 園児の内科検診(年 2 回)、および健康相談 
 
  （歯科） 

医療機関の名称 医療法人 幸輪会 サザン歯科やえせ 

担当医氏名 山田 勲 

所在地 
〒901-0405 
島尻郡八重瀬町伊覇 273-6 

電話番号 098-998-7171 

提携内容 園児の歯科検診(年 1 回)および歯の健康相談 

 

13 緊急時における対応 

 ・当施設は、南部徳洲会病院と提携しており、お子さまの健康状態の急変、けがを負った場合に

お連れすることにしています。また、お子さまの保護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に

連絡します。 

        医療機関：南部徳洲会病院 

        所 在 地：〒901-0493 

             沖縄県島尻郡八重瀬町外間 171 番地 1 

        電話番号：098-998-3221 

 

  ・緊急連絡について「コドモン緊急メール（一斉配信）」を使用します。 

災害時や緊急連絡に使用させていただきます。 



14 非常災害対策 

 非常災害に備えて、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者等を定め、非常災害時

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを職員に周知するとともに、毎月 1 回以上。

年 11 回火災避難訓練及び年 1 回地震訓練及び年 1 回水害訓練の実施に加えて、年 2 回不審者侵

入等合計 15 回の訓練を実施する。 

防災設備 消火器・自動火災報知機 

避難場所 法人施設内駐車場 

緊急時の連絡手段 電話・コドモンアプリ 

近隣の緊急連絡先 警察署 110 番 消防署 119 番 

 

15 虐待及び身体拘束の防止のための措置 

 園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うととも

に、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。 

・身体拘束3原則の徹底（切迫性、非代替性、一時性） 

・虐待の種類（身体的、精神的、性的、育児放棄） 

 

虐待防止研修実施回数】年 4 回（マニュアルあり） 

※当施設は児童福祉法第 35 条の許可を受けていない 

保育施設（許可外保育施設）として、同法第 59 条の 2 に基づき、 

沖縄県、南城市へ設置届出を義務付けられた施設です。 

設置届け出先：沖縄県南城市役所 子育て支援課 

電 話 番 号 ：098-917-5343 

 

 16 相談・要望・苦情窓口 

  利用に当たっては、別紙の「運営規定」記載事項を厳守してください。 

  ※当保育施設の保育内容等に関する、要望・苦情等の受付は下記のとおりです。 

相談・苦情受付担当者 管理者：仲村 寿代 各クラス：担任 

相談・苦情解決責任者 理事⾧：石島 衛 統括園⾧：石島 学 

第三者委員 民生委員：玉城 恒夫 介護福祉士：呉屋 治 

 

  【備考】 

相談受付時間：平日（月曜日～金曜日）の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 



17 契約している保険の加入状況 

  【賠償責任保険】 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

保 険 金 額 
身体：5,000 万/1 名 1 億/1 事故 
財物：300 万/1 事故 

   

【傷害保険】 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

保 険 金 額 
死亡・後遺障害：300 万円 
入院日額：3,000 円 通院日額：1,500 円 

 

【災害給付に関する保険】 

保険会社名 日本スポーツ振興センター 

保 険 金 額 

・医療費 4 割（負傷・疾病） 
(治療費 5,000 円以上のもの) 
・障害見舞金 
(4,000 万円～88 万円) 
・死亡見舞金 
(3,000 万円～1,500 万円) 

  ※詳しくは、別紙の「保険証券」をご覧下さい。 

 

18 個人情報の取り扱い 

  個人情報の利用については、必要最低限の範囲で使用するものとし、提供に当たっては、関係

者以外の者に洩れることがないよう細心の注意を払い、使用するものとします。 

 【使用目的】 

 ①保育所利用するにあたって、乳幼児の健康状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

 ②保育園運営において、保育の提供・維持目的のために、連携保育園及び行政機関への情報提供

を行う場合。 

 ③現に保育の提供を受けている場合で、医療上、緊急の必要性がある場合に、受診した医療機関

の医師・看護師等に説明を行う場合。 

 

 

19 その他保護者に説明すべき事項 

 



 

本契約の締結に当たり、事業者は保護者に対し、別に作成する重要事項説明書に 

基づき重要事項の説明を行い、保護者はその内容を了承しました。 

   

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、事業者、保護者が記名捺印のうえ、 

各１通を保有するものとします。 

 

    令和   年   月   日 

 

事業者 

 

事業者名     企業主導型保育所 しののめnursery school（Ⅱ） 

 

事業者所在地   沖縄県南城市大里字大城1392番地 

 

代表者      仲村 寿代        印 

 

 

 

保護者 

 

保護者住所 

 

児童氏名 

 

保護者氏名 

 

児童との続柄 

 


